
議員派遣の件 

 

平成２８年１２月２１日 

 

 本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１１７条の規定に

より、次のとおり議員を派遣するものとする。 

記 

愛知高速交通株式会社の経営状況に関する議会説明会について 

１ 目的 

  愛知高速交通株式会社の経営状況の把握 

２ 派遣場所 

  愛知高速交通株式会社 

３ 期間 

平成２９年１月２３日（月）の１日 

４ 派遣議員 

全議員 

 


